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はじめに

　本研究グループは、平成 13年度より学生の看護
基礎技術の修得に関する教授活動について継続的に
研究を進めている１）～６）。
　平成 17年度に看護管理者と看護教員が考える看
護学生の技術経験の到達度と期待度の意識調査６）を
行ったところ、身体侵襲を伴う技術項目の意識に差
が見られた。中でも「栄養」（中心静脈･経管栄養）
の小項目「経管栄養」においては、「指導しなくて
もできる」、「見守る」では教育が臨床を上回り、「一
緒にする」では、臨床が教育を上回る結果であった。
これは、教育側の「できるようになってほしい」と

いう期待の現れであると考えた。
　近年の臨床看護の場は患者の権利意識の高まりや
医療安全確保の取り組みが強化され、学生の実習で
きる機会が限定されつつある。これの傾向は身体侵
襲をともなう技術において特に顕著となっている。
「経管栄養法」は「注射法」「吸引」と同様に身体侵
襲をともなう技術であるが、平成 14年度に出され
た「臨地実習において看護学生が行う基本的な看護
技術の水準」７） （以下水準とする）において、「経
管栄養法」は看護技術の水準２のレベル「指導･監
視のもとでできるもの」とされている。
　基礎看護技術の修得に関して、教育現場ではさま
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ざまな方法で教授活動を展開し、確実な技術の修得
を目指している。「経管栄養法」の先行研究は、注
入物の温度管理８，９）速度管理10）、栄養剤の内容11）が
あるのみで、指導方法については看護技術全般を取
り上げた一部としての位置付けが多く、「経管栄養
法」そのものに着目した研究は見られない。そこで、
今年度は「経管栄養法」の技術に着目し、どのよう
に学内で指導しているか、各校の教授方法の現状と
技術到達度を全国調査することとした。
　身体侵襲を伴う技術である「経管栄養」に関する
各校の取り組みを明らかにすることは、看護基本技
術教育への一助になると考える。

研究目的

　基礎看護技術における「経管栄養法」の教授方法
と水準との関係を明らかにする。また、「経管栄養法」
における教員の意識を明らかにする。

研究方法

１．調査対象：全国の看護師養成施設（大学・短大・
3年課程専門学校）615校を対象とした。

２．調査期間：2006年 4月 15日～ 6月 30日に実
施した。

３．調査方法：調査は自記式質問紙の郵送法によっ
て実施した。

４．倫理的配慮：研究の目的、回答は研究目的以外
には使用しないこと、調査結果は施設を特定でき
ないよう統計処理すること、成果の公表方法を明
記した。そして、返信によって同意を得たと判断
した。

５．    調査内容：学校種、水準への到達度、「経管栄
養法」の教授領域、講義時間数、演習時間数、技
術演習の実施内容、技術演習の対象、同意の有無、
を選択肢の中から回答を求めた。さらに倫理面と
教授に関する自由記載を記述してもらった。

６．分析方法：SPSS Va.12よる基礎統計処理をお
こない水準への到達度に関してχ２検定を行った。
また、自由記載については、回収された記述内容
を 2つ以上の意味を含まないように 1枚 1項目の
ラベルを作成し、KJ法の手法を参考に、質的に

分析した。分析の過程においては、看護基礎教育
に携わる研究者による研究者間審議を繰り返し、
真実性を高めるよう努力した。

結　　果

１．対象の背景について（表１）

　対象施設は 4年生大学 34校（10.7％）、短期大学
9校（2.8％）、専門学校 270校（84.9％）、その他 5
校（1.6%）の計 318校（回収率（51.7％））であった。
学校種と教授方法に有意な差はみられなかった。ま
た、教授領域では、基礎看護学が 9割を占めていた
が、在宅看護学が 3割強を占めていた。（図１）
２．教育方法と水準について

１）「臨地実習で看護学生が行う基本的な看護技術
の水準」への到達について
　（水準に到達していると）「思わない」が 120校、
「あまり思わない」108校、「まあまあ思う」43校、
「思う」12校であった。

表１　看護師養成施設の背景

図１　経管栄養法の教授領域
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２）講義・演習時間数について（図２）
　講義時間数は、平均 2.49時間であり、1時間以
下が全体の 25.2％を占めていた。演習時間数は平均
1.43時間であり、演習を行っていない学校は 102校
であった。演習の時間数が多い学校は（水準に到達
していると）「思う」が多かった（P＜0.05）。
３）演習内容について（図３・４）
　演習を「実施していない」学校は 90校、「デモス

トのみ」は、118校、「演習実施」は、99校であった。「デ
モストのみ」より「演習実施」と回答した学校は、（水
準に到達していると）「思う」が多かった（P＝0.00）。
４）技術演習の実施者について
　技術演習の実施者は、「学生全員」が 77校（24.2%）、
「学生の希望者」が 31校（9.7%）、「教員のデモスト」
が 117校 (36.8%)であった。技術演習の対象者は「モ
デル人形」が 163校（51.3%）、「学生」が 54校（17%）、
「教員」3校（１％）、「その他」10校（3.1%）であっ
た。「学生全員」と回答した学校は、（水準に到達し
ていると）「思う」が多かった（P＝0.04）。

２．教授方法に関する自由記載について（表２）

　「学生全員・希望者」が「学生」を対象に演習を
実施している 54校の記述には 83の文章があった。
KJ法を用いて分析し、４ラウンド終了した。以下「」
ラベル、＜＞１ラウンド、『』2ラウンド、〔〕3ラ
ウンド、≪≫ 4ラウンドで示す。その結果≪認知・
情意領域の学びを重視≫≪充実した講義・演習を行
うための教員の努力≫≪経管栄養法の技術獲得は重
要≫≪技術を実体験することで得る学び≫≪身体侵
襲のある技術を教える困難さ≫の 5つに絞られた。
　≪認知・情意領域の学びを重視≫は、〔認知領域
を重要視して教える〕〔情意領域の学びを重視する〕
で構成されていた。≪充実した講義・演習を行うた
めの教員の努力≫は、〔講義を工夫する〕〔演習の工
夫と充実〕〔教員の自己研鑽の必要性〕で構成され
ていた。≪経管栄養法の技術獲得は重要≫は、〔経
管栄養の技術獲得は重要〕で構成されていた。≪技
術を実体験することで得る学び≫は、〔技術の実体
験による学び〕で構成されていた。≪身体侵襲のあ
る技術を教える困難さ≫は、〔指導体制の不備にと
もなうジレンマ〕〔臨地実習で技術を実施する困難
さ〕〔カテーテル挿入技術の獲得は目的ではない〕〔身
体侵襲技術を学ぶ時期を苦慮〕で構成されていた。

３．同意の有無と倫理面に関する自由記載について

１）同意の有無について
　「学生が実施」する場合の同意については、「口頭」
「口頭と文書」で同意を取っている施設が 8割を超図４　教授方法と技術水準の到達度との関連

図３　学校種と演習内容

図２　経管栄養法の演習時間と水準への到達度
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表２　教授方法に関する自由記載
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表３　倫理面に関する自由記載

えていた。また、1割の施設では「同意を取ってい
ない」としていた。
２）倫理面に関する自由記載について（表３）
　倫理に対する記述には 110の文章があった。 KJ

法を用いて分析し、1ラウンド 27ラベル、2ラ
ウンド 14ラベル、3ラウンド 8ラベルとなり４
ラウンド終了した。その結果≪学習者としての
義務を重視≫≪学生の人権を尊重≫≪学生へのリ
スクは回避≫≪リスクを予測し予防≫の４つに絞
られた。≪学習者としての義務を重視≫は、〔学
習者の義務を果たすよう指導〕〔学生の意欲を高
める〕で構成されていた。≪学生の人権を尊重≫
は〔学生の人権を尊重する〕で構成されていた。
≪学生へのリスクは回避≫は、〔学生への身体侵襲
は避ける〕〔経管栄養の演習はしていない〕で構成
されていた。≪リスクを予測し予防≫は、〔身体侵
襲のリスクを指導する〕〔リスクを予測し予防する〕

で構成されていた。

考　　察

１．「経管栄養法」の看護教育の現状について

　「経管栄養法」の教授領域については、基礎看護
学が 9割を占めていたが、在宅看護学が 3割強を占
めていた。また、基礎看護と在宅看護、基礎看護と
老年看護のように複数領域での教授を行い、繰り返
し学習し学びを深めさせている施設が見られた。
　基礎看護学領域において、「経管栄養法」の教授
時間は 2時間としている施設が半数を占めていた。
しかし演習時間は「演習をおこなっていない」が 6
割を占めていた。さらに、演習内容としては「デモ
ストのみ」が 4割であり、「実際に演習を実施」が
3割であった。このことから、「経管栄養法」につ
いては、技術の習得よりも知識の習得を重視した傾
向にあることが明らかとなった。演習の実施に関し
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ては、「学生全員」「学生の希望者」といった学生が
実施している施設は約 4割であり、「デモスト」を「教
員が実施」している施設は約 5割であった。このこ
とから限られた時間の中で、技術を実施もしくは提
示することで、知識面の教授だけでなく、情意面で
の教授も重視していると推察される。また、「実際
に演習を実施」している中で、誰を対象に実施して
いるかでは、「モデル人形」が 7割、「学生」が 2割
弱であった。すなわち学生同士で演習を行っている
施設は約 2割である。以上のことから技術の習得よ
りも学生が知識を持ち、事故発生の予防と対策がで
きることを重視していると考えられる。松田ら12）

は、患者に及ぼす負の影響を考慮し、それを阻止す
ることは、教員の看護師としての倫理観に支えられ
ていることを指摘している。教員は、看護師として
患者への負の影響を回避することを意識していると
考えられる。
　「臨地実習において看護学生が行う基本的な看護
技術の水準」のレベルには「（達していると）思わ
ない」「あまり思わない」とする施設が 8割を占め
ていた。講義・演習時間数の結果と照らし合わせ
ても単元到達目標よりは、演習を行う上での体制が
整っていないことが推察された。今後、看護基礎技
術の習得は必要になってくるため教授方法の工夫、
指導体制の見直し等が必要となると考えられる。

２．「経管栄養法」を教授する教員の意識について

　身体侵襲を伴う「経管栄養法」を教授する教員の
意識には、３つのパターンが考えられる。1つ目は、
「経管栄養法は食のニーズに関わる大切な技術」で
あり、≪経管栄養法の技術獲得は重要≫とその必要
性を認識し、日々≪充実した講義・演習を行うため
の教員の努力≫を行っているパターンであった。2
つ目は、「経管栄養法」の≪技術を実体験すること
での学び≫や≪認知・情意領域の学びを重視≫し、
患者の心情を理解させることを目的に、学内にお
ける学生同士の技術演習の必要性を認識しているパ
ターンであった。「経管栄養法」の技術演習を実施
しない、またはモデル人形に実施する学校が見られ
る中で、演習方法と指導体制を工夫しつつ学生に演

習を体験させようと≪充実した講義・演習を行うた
めの教員の努力≫を行っていた。3つ目は、＜対象
者の安全を考慮しカテーテル挿入はできない＞と患
者の権利擁護と学生の技術習得の狭間でジレンマを
感じるとともに、臨地実習では＜実習で受け持つ事
例が少ない＞＜実習で全員が体験できない＞と「経
管栄養法」を行う患者を受け持つ機会が少ないこと
から、≪身体侵襲のある技術を教える困難さ≫を認
識していた。山下ら13）は、学生が活用できる資源
の有無によって実習目標の達成に影響を与えること
を明らかにしたが、学生の実体験は活用できる資源
になりうる。すなわち、技術演習を体験することで、
学生の目標は達成しやすくなると考えられる。
　同意に関しては、8割の施設が同意をとってい
た。これは、「経管栄養法」が身体侵襲を伴う技術
であるため、教育といえども強制的に演習させる
のではなく、学生への倫理的配慮を考慮すること
が浸透していると考えられる。また、倫理面にお
いては、≪学習者としての義務を重視≫は、≪学
生の人権を尊重≫と相反する概念であり、学ぶ権
利と義務を持つ学生に対し、「学習者としての義務
を果たすこと」の大切さを、教員は認識している
と考えられる。一方≪学生の人権を尊重≫は「学
生に無理強いさせない」ことで学生の自主性を大
切にし、人としての自己決定を尊重していると考
えられる。また、≪学生へのリスクは回避≫≪リス
クを予測し予防≫は、学生に対する危険性をできる
だけ排除し、学生が安全に学習できるよう配慮して
いる概念である。身体侵襲を伴う技術である「経管
栄養法」であるが、演習時間数は 2時間を切ってい
る。指導時間数が足りないために≪学生へのリスク
は回避≫となり、その対処として「モデル人形を対
象」とする学校が半数を超えると考えられる。また、
≪リスクを予測し予防≫は、身体侵襲のある技術を
実施するうえで教員が危険因子を予測し、危険が生
じた場合にはできるだけ最小限に抑えるように努力
する概念であると考える。このように、倫理面では、
学ぶ義務と人権との狭間でジレンマを感じている教
員が推察された。
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結　　論

　本研究は、基礎看護技術における「経管栄養法」
の教授方法の現状を明らかにするために、全国の看
護師養成施設に対し実態調査を実施した。「経管栄
養法」の教授方法は知識面・情意面を重視した講義
中心の授業であり、演習していない施設は４割みら
れた。また、「臨地実習で看護学生が行う基本的な
看護技術の水準」レベルに達していないと感じる学
校は 8割であった。教員の意識は、学内演習と臨床
の状況、また、学習者の義務と自己決定の権利に対
し倫理的ジレンマを抱えていた。その調整として担
当教員だけでなく臨床からの協力の必要性が示唆さ
れた。今後、技術の修得は必要になると考えられる
ため、学内において、技術演習全般における「経管
栄養法」に対する時間配分や教員の指導体制の調整
を行う必要性がある。
　本研究は、基礎看護学に焦点を絞り調査したため、
他領域での教授状況を知ることはできないことが研
究の限界である。今後は、他領域との連携について
明らかにする必要がある。
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Abstract

The objective of the present study was to elucidate the 

current teaching methods for tube feeding as a nursing 

technique.

A self-report questionnaire survey was conducted on 

nursing schools nationwide. Analysis included basic 

statistics and the chi-square test. The results showed 

that approximately 40% of schools did not implement 

exercises for tube feeding, while students conducted 

exercises among themselves at 30% of schools. No 

significant differences were observed for types of schools. 

Lectures on tube feeding tended to focus on acquisition 

of knowledge rather than techniques. However, 80% of 

schools indicated that they had not reached the“standard 

level for basic nursing techniques performed by nursing 

students during clinical training”. As nursing techniques 

for tube feeding must be acquired during the overall 

class hours for basic nursing techniques, modification of 

teaching methods may be a future issue.
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